
１　施設の概要

２　類似施設・近隣施設

◆山梨県特定公共賃貸住宅　１３団地・５３戸

主な業務内容

(1)入居、退去業務
　・入居、退去及び明渡しに関する業務を行う。
(2)建物の維持保全業務
　・建物及び共同施設の維持保全に関する業務を行う。
(3)家賃徴収業務
　・家賃の納付の促進に関する業務を行う。

名称
施設内容
利用状況等

県営及び市町村営住宅

主な施設内容
（定員等）

団地名 所在地 管理戸数

○塩部第一団地
○塩部第二団地
○和戸団地
○櫛形小笠原団地
○若草下今井団地
○韮崎穂坂団地
○高根南団地
○東山梨ぬくもり団地
○塩山熊野団地
○勝沼下岩崎団地
○鰍沢北部団地
○富沢団地
○河口湖小立団地

甲府市塩部１丁目３－７
甲府市塩部４丁目１１
甲府市和戸町９２０
南アルプス市小笠原１０９６－１
南アルプス市下今井１６１－１
韮崎市穂坂町宮久保４６５－１
北杜市高根町下黒沢２３００
山梨市上之割３７６－１
甲州市塩山熊野一の坪６－１
甲州市勝沼町下岩崎５１４－３
南巨摩郡富士川町鰍沢１５３－１０
南巨摩郡南部町福士２８５０－１
南都留郡富士河口湖町小立５９６３

１戸
５戸
５戸
３戸
１戸
７戸
２戸
５戸
９戸
５戸
４戸
５戸
１戸

管理方式 山梨県住宅供給公社

設置根拠
（法律、条例等）

山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

設置目的 　中堅所得者に対して、居住環境が良好な賃貸住宅を提供する。

指定管理者施設の管理運営状況評価（モニタリング）シート（平成30年度事業分）

施設名 山梨県特定公共賃貸住宅(13団地) 所管課 県土整備部　住宅対策室

所在地 塩部第一団地他県内12団地
設置年月日

（改築年月日等）
平成7年3月31日
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３　利用状況 単位：戸、％

3,608,116 3,686,925

3,600,115

平成30年度
（実績値）

令和元年度
（計画値）

3,608,116 3,686,925 3,685,919

４　指定管理業務の収支状況

単位：円、％

38 38

53 53

利
用
者
数

入居戸数

利用率

41

41

53

77.4%

目標値設定の考え
方及びその理由

全戸入居を目標とする

対28年度比 92.7% 92.7%

618,866

3,067,919 2,991,986

608,129618,866

利用者数合計

目標値 53

71.7% 71.7%

3,685,919 3,600,115

外部委託比率（B÷C)
利用者一人当たりの経費 94,950.4 69,564.6 96,997.9 67,926.7

12.6% 13.7% 13.7% 13.8%

504,186 496,646

3,686,785 3,600,115

△ 866

3,615,668 3,686,925

457,125 504,186

平成29年度 平成30年度
令和元年度
（目標値）

平成28年度

3838

支
　
出

県への納付金
管理運営費
うち外部委託費（B)
支出合計（C)

収支差額（A-C) △ 7,552

施設利用料
指定管理者委託料
その他
収入合計（A)
人件費 593,280

収
　
入

3,022,388 3,068,059

平成29年度
平成30年度
（計画値）

－2－



５　利用者満足度（アンケート様式は別添のとおり）

単位：％

調査項目

施設全般の満足度 18.0% 57.0% 16.0% 9.0%

総合的な満足度 18.0%

実施方法等
実施時期：平成31年3月
実施方法：各団地管理人へのアンケート
回答数：120人（発送数132人）

【受付・総合】
・入居者の立場にたった対応を心がけ、入居者に満足いただけるよう務める。

【修繕】
・軽微な修繕等については入居者の負担とする契約となっているため、その旨を丁
寧に説明を行う。

不満

修繕への対応 33.0% 51.0% 8.0% 8.0%

利用者の意見

【受付】
・公社の窓口であいさつがなかった。
・言葉づかいが荒い。

【修繕】
・修繕をお願いしても、修繕費用は個人負担となるケースがばかり。

【総合】

利用者の意見へ
の対応

57.0% 16.0% 9.0%

受付：全体の印象 43.0% 51.0% 5.0% 1.0%

受付：窓口の対応 50.0% 35.0% 14.0% 1.0%

受付：説明のわかりやすさ 61.0% 32.0% 6.0% 1.0%

満足
どちらかといえば

満足
どちらかといえば

不満
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６　評価結果

指定管理者の自己評価 施設所管課の評価

収支状況

　計画どおり執行した。

自主事業

　収支計画どおりに執行している。

利用者満足度

　アンケート結果から概ね入居者が満足
している状況である。
　今後は、頂いた意見に対して、引き続
き親切丁寧な対応に努める。

　アンケート結果から、７割以上の利用者
が満足している状況ではあるが、今後は
更に、入居者の立場にたった親切丁寧
な対応を行い、サービスの向上に努める
こと。

利用状況

　空き室数に、地域的な偏在が見られ、
特に峡東地域に空き室が生じている状
況である。

　主に峡東地域に空き室が生じている。
　収入基準を超えている入居相談者へ
の情報提供をするとともに、入居基準を
超える入居者への積極的な斡旋を行
い、入居率の向上に努めること。

維持管理業務

　施設の法定点検、計画されている工事
は着実に実施した。
　また、入居者の危険性のあるブロック塀
の撤去や、受水槽の更新、高木の剪定
などについて素早い対応を心がけ、日常
生活を安全で快適に暮らせるよう務め
た。

　概ね事業計画どおりに執行されてい
る。計画修繕等については、優先順位等
を設定しながら、速やかに対応するととも
に、保守管理業務を適正に実施するこ
と。

運営業務

　窓口、電話での対応は利用者の相談
内容を十分聞き取り、親切丁寧迅速に対
応を行っている。
　また、土曜や夜間の緊急時の対応につ
いて、緊急連絡先を管理人に周知するこ
とにより、迅速に対応できるようにした。

　概ね事業計画どおりに執行されてお
り、引き続き、窓口での丁寧な接遇や利
用者の立場に立った対応を心がけ、利
用者サービスに努めること。
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施設所管課の指
導事項に対する
指定管理者の対
応状況

　県営住宅に入居している世帯のうち、収入基準を超えている入居相談者への情
報提供をするとともに、引き続き入居基準を超える入居者への積極的な斡旋を行
い、入居率の向上を図る。

運営目標の達成
状況

　入居者数は前年度と変わっておらず、目標値には届いていないが、入居率は約
７割となっている。

施設所管課によ
る総合的な評価
及び指導事項

　民間賃貸住宅の充実などにより、特定公共賃貸住宅は入居希望者が少ない状況
であることから、入居率向上のため積極的な募集活動を講ずること。
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７　管理体制（組織図）

平成３０年４月１日現在

1

1

1

1

1

1 1 兼

　一般職員 1

非常勤職員 1

　臨時職員 5

1 人

1 人

1 人

1 人 　臨時職員 3

2 人

6 人

6 人

8 人

26 人 非常勤職員 5合計

専務理事

事務局長

総務企画課長 事務課長 住宅管理課長

一般職員
（総務担当）

1
一般職員

（管理担当）
2

理事長 一般職員
（維持担当）

臨時職員

住宅部長

2
専務理事

事務局長

部長

課長

一般職員 一般職員
（収納担当）

兼
非常勤職員

理事長

参事
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